
 
4 月以降、国後島からと思われる大音響及び空振（振動）がときどきあります。特に最近は、規

模及び回数が増している状況にあります。 

この件に関して、この度次のとおり「北海道北方領土対策根室地域本部」から、その内容に関し

て情報提供がありましたので町民の皆様にお知らせします。 

現在、町にもこの件に関して数件問合せが寄せられています。町民の皆様におかれましては、東

日本大震災の後で、多くの方が不安に感じていると思いますが、日本政府としても外務省からロシ

ア大使館に「住民の不安に配慮願いたい」旨の要請もしているところです。 

町としましても、北海道北方領土対策根室地域本部に対して、管内住民に対する適切な情報提供

と、外務省に対して管内住民が不安にさらされている状況を強く伝えてほしい旨、要請しておりま

す。この大音響は年末までには終わるとの情報です。町民の皆様のご理解をお願いします。  

 

【北海道北方領土対策本部からの情報】 

○ 国後島からと思われる大音響及び空振（振動）について、日本外務省がロシア側に説明を求め

ていた件に関し、在京ロシア大使館から連絡があったので、概要を連絡します。 

【ロシア大使館からの回答】 

・ 中古爆薬の処理を行っていた。 

・ 軍事演習ではない。 

・ 爆薬処理は年末までに終える。 

【日本外務省からロシア大使館への申し入れ】 

・ 隣接地の住民に対する配慮が重要である。 

・ 振動の原因を除去してもらいたい。 

【北海道の対応】 

・ 道では、これまでも複数回に渡り、国へ適切な対応を要請してきており、ロシア側からの回答後

の7月20日にも、外務省に対して地元の状況を説明の上、再度要請を行った。 

・ 根室管内１市４町の住民は、度重なる空振に不安を抱いていることから、今後とも、引き続き国

に対し、地元の不安が取り除かれるよう適切な対応を求めていく。 

 

この件に関する問合先 

＜北海道北方領土対策根室地域本部＞   電話番号 0153-24-5592  

＜標津町役場総務課＞          電話番号 82-2131（担当:山口・小川・鹿野） 

～ 標 津 町 ～ 

国後島からと思われる大音響（振動） 

に関するお知らせ


